
柏 市 耐 震 等 関 連 事 業 に 係 る 補 助 金 代 理 受 領 に 関

す る 事 務 取 扱 要 領  

 

 （ 目 的 等 ）  

第 １ 条  こ の 要 領 は ， 柏 市 が 交 付 す る 耐 震 等 関 連 事 業 に 係

る 補 助 金 に お い て ， 申 請 者 の 一 時 的 な 負 担 を 軽 減 す る た

め ， 耐 震 等 関 連 事 業 に 係 る 契 約 を 締 結 し た 者 が 申 請 者 の

委 任 を 受 け 当 該 補 助 金 の 受 領 を 行 う 場 合 （ 以 下 「 代 理 受

領 」 と い う 。 ） の 手 続 に つ い て 必 要 な 事 項 を 定 め る も の

と す る 。  

 （ 定 義 ）  

第 ２ 条  こ の 要 領 に お け る 用 語 は ， 次 項 に 掲 げ る 補 助 金 交

付 要 綱 に お い て 使 用 す る 用 語 の 例 に よ る 。  

２  こ の 要 領 に お い て 「 耐 震 等 関 連 事 業 」 と は ， 次 に 掲 げ

る 要 綱 に 規 定 す る 補 助 事 業 を い う 。  

( 1 )  柏 市 緊 急 輸 送 道 路 沿 道 建 築 物 耐 震 診 断 事 業 補 助 金 交

付 要 綱  

( 2 )  柏 市 緊 急 輸 送 道 路 沿 道 建 築 物 耐 震 改 修 事 業 補 助 金 交

付 要 綱  

( 3 )  柏 市 木 造 住 宅 耐 震 改 修 費 補 助 金 交 付 要 綱  

３  こ の 要 領 に お い て 「 申 請 者 」 と は ， 前 項 に 掲 げ る 要 綱

に 規 定 す る 補 助 金 の 交 付 を 受 け る こ と が で き る 者 に 該 当

す る 者 を い う 。  

４  こ の 要 領 に お い て 「 事 業 者 」 と は ， 申 請 者 と 耐 震 等 関

連 事 業 に 係 る 契 約 を 締 結 し た 請 負 者 を い う 。  

 （ 代 理 受 領 の 対 象 補 助 金 ）  

第 ３ 条  代 理 受 領 の 対 象 は ， 耐 震 等 関 連 事 業 に お け る 補 助

金 と す る 。  

 （ 届 出 ）  

第 ４ 条  耐 震 等 関 連 事 業 に お け る 補 助 金 の 受 領 に お い て ，

代 理 受 領 制 度 を 利 用 し よ う と す る 申 請 者 は ， 対 象 補 助 金

の 交 付 申 請 書 を 提 出 す る 際 に 代 理 受 領 届 出 書 を 市 長 に 提

出 し な け れ ば な ら な い 。 た だ し ， 市 長 が 特 に や む を 得 な



い と 認 め た 場 合 は ， 実 績 報 告 書 を 提 出 す る 前 ま で に 提 出

す る も の と す る 。  

 （ 届 出 の 確 認 ）  

第 ５ 条  市 長 は 前 条 に 規 定 す る 代 理 受 領 届 出 書 の 提 出 を 受

け た と き は ， そ の 内 容 を 確 認 の 上 代 理 受 領 届 出 確 認 通 知

書 を 申 請 者 へ 送 付 す る も の と す る 。  

 （ 届 出 の 取 下 げ ）  

第 ６ 条  前 条 に よ る 代 理 受 領 届 出 確 認 通 知 書 の 通 知 を 受 け

た 申 請 者 が 代 理 受 領 を 取 り や め よ う と す る と き に は ， 請

求 書 を 提 出 す る 前 ま で に 様 式 第 ３ 号 に よ る 代 理 受 領 届 出

取 下 届 を 市 長 に 提 出 し な け れ ば な ら な い 。  

 （ 届 出 内 容 の 変 更 ）  

第 ７ 条  申 請 者 は ， 第 ５ 条 の 代 理 受 領 届 出 確 認 通 知 書 の 通

知 を 受 け た 後 に 届 出 の 内 容 に 変 更 が 生 じ る 場 合 は ， 様 式

第 ４ 号 に よ る 代 理 受 領 届 出 変 更 届 を 市 長 に 提 出 し な け れ

ば な ら な い 。  

２  市 長 は ， 前 項 の 代 理 受 領 届 出 変 更 届 を 提 出 し た 申 請 者

に 対 し ， 様 式 第 ５ 号 に よ る 代 理 受 領 届 出 変 更 確 認 通 知 書

に よ り 通 知 す る も の と す る 。  

３  前 項 の 代 理 受 領 届 出 変 更 確 認 通 知 書 に よ る 通 知 を し た

場 合 ， 次 条 及 び 第 ９ 条 に お い て 「 代 理 受 領 届 出 確 認 通 知

書 」 と あ る の は 「 代 理 受 領 届 出 変 更 確 認 通 知 書 」 と 読 み

替 え る も の と す る 。  

 （ 補 助 金 の 代 理 受 領 ）  

第 ８ 条  代 理 受 領 届 出 確 認 通 知 書 の 通 知 を 受 け た 申 請 者 は ，

耐 震 等 関 連 事 業 の 補 助 金 確 定 通 知 書 に よ り 通 知 を 受 け た

後 ， 様 式 第 ６ 号 に よ る 代 理 受 領 に 係 る 委 任 状 を 提 出 す る

こ と に よ り ， 補 助 金 の 受 領 を 事 業 者 に 委 任 す る こ と が で

き る 。  

２  市 長 は ， 前 項 の 代 理 受 領 に 係 る 委 任 状 が 提 出 さ れ た 場

合 は ， 代 理 受 領 の 方 法 で 補 助 金 を 交 付 す る も の と す る 。  

３  事 業 者 は ， 前 項 に よ り 受 領 す る 補 助 金 の 額 に 相 当 す る

額 を ， 耐 震 等 関 連 事 業 の 経 費 と し て 申 請 者 へ 請 求 す る 額



か ら 控 除 す る も の と す る 。  

 （ 利 用 の 取 り 消 し ）  

第 ９ 条  市 長 は ， 申 請 者 又 は 事 業 者 が ， 次 の 各 号 の い ず れ

か に 該 当 す る 場 合 は ， 代 理 受 領 の 利 用 を 取 り 消 す こ と が

で き る 。  

( 1 )  耐 震 等 関 連 事 業 の 補 助 金 の 交 付 決 定 を 取 り 消 し た 場

合  

( 2 )  代 理 受 領 届 出 確 認 通 知 書 の 受 領 が 確 認 で き な い 場 合  

( 3 )  虚 偽 の 届 出 そ の 他 不 正 の 行 為 が あ る と 判 明 し た 場 合  

( 4 )  法 令 又 は こ の 要 領 に 違 反 し た 場 合  

( 5 )  そ の 他 市 長 が 代 理 受 領 制 度 の 利 用 を 不 適 当 と 認 め た

場 合  

 （ 書 類 の 保 管 ）  

第 １ ０ 条  代 理 受 領 制 度 を 利 用 し た 申 請 者 及 び 事 業 者 は ，

代 理 受 領 に 係 る 関 係 書 類 を 整 理 し ， 補 助 金 の 交 付 を 受 け

た 年 度 終 了 後 ５ 年 間 保 管 し な け れ ば な ら な い 。  

 （ そ の 他 ）  

第 １ １ 条  こ の 要 領 に 定 め る も の の ほ か ， 必 要 な 事 項 は 別

に 定 め る 。  

 

附  則  

こ の 要 領 は ， 令 和 ４ 年 ５ 月 ２ ３ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則  

こ の 要 領 は ， 令 和 ５ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

附  則  

こ の 要 領 は ， 令 和 ８ 年 ４ 月 １ 日 か ら 施 行 す る 。  

 


